
「地方消費者行政強化作戦2020」の推進状況等
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地方消費者行政強化作戦2020

 第４期消費者基本計画（令和２年３月31日閣議決定）を踏まえ、どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられ、消費者の安全・安
心が確保される地域体制を全国的に維持・拡充することを目指し策定（対象期間は、令和２～６年度）

 地方の自主性・自立性が十分発揮されることに留意しつつ、地方消費者行政の充実・強化のための交付金等を通じて、地方における
計画的・安定的な取組を支援

 毎年度、進捗状況の検証・評価を行うなど、PDCAによる進捗管理を徹底

＜政策目標１＞消費生活相談体制の強化

【消費生活センターの設置促進】

１－１ 設置市区町村の都道府県内人口カバー率90％以上

＜政策目標２＞消費生活相談の質の向上

【消費生活相談員の配置・レベルアップの促進】

２－１ 配置市区町村の都道府県内人口カバー率90％以上

２－２ 相談員資格保有率75％以上

２－３ 相談員の研修参加率100％（各年度）

２－４ 指定消費生活相談員を配置（全都道府県）

＜政策目標３＞消費者教育の推進等

【若年者の消費者教育の推進】

３－１ 消費者教育教材「社会への扉」等を活用した全国での

実践的な消費者教育の実施

３－２ 若年者の消費者ホットライン188の認知度30％以上（全国）

３－３ 若年者の消費生活センターの認知度 75％以上（全国）

【地域における消費者教育推進体制の確保】

３－４ 消費者教育コーディネーターの配置の推進（全都道府県、

政令市）

３－５ 消費者教育推進地域協議会の設置、消費者教育推進計

画の策定（都道府県内の政令市及び中核市の対応済みの

割合50％以上）

趣旨

政策目標

令和２年４月
消費者庁

都道府県ごとに以下の目標を達成することを目指し、地方公共団体の取組を支援

３－６ 講習等 （出前講座を含む）の実施市区町村割合75％以上

【SDGsへの取組】

３－７ エシカル消費の推進 （全都道府県、政令市）

３－８ 消費者志向経営の普及・推進 （全都道府県）

３－９ 食品ロス削減の取組の推進（全都道府県、政令市）

＜政策目標４＞高齢者等の消費者被害防止のための見守り活動

の充実

【消費者安全確保地域協議会の設置】

４－１ 設置市区町村の都道府県内人口カバー率50％以上

【地域の見守り活動の充実】

４－２ 地域の見守り活動に消費生活協力員・協力団体を活用

する市区町村の都道府県内人口カバー率50％以上

４－３ 見守り活動を通じた消費者被害の未然防止、拡大防止

＜政策目標５＞特定適格消費者団体、適格消費者団体、消費者団

体の活動の充実

＜政策目標６＞法執行体制の充実（全都道府県）

＜政策目標７＞地方における消費者政策推進のための体制強化

【地方版消費者基本計画】

７－１ 地方版消費者基本計画の策定（全都道府県、政令市）

【消費者行政職員】

７－２ 消費者行政職員の研修参加率80％以上（各年度）
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地方消費者行政強化作戦2020 政策目標ごとの現状

（令和３年度現況調査 R3.4.1時点）

[参考資料]

本資料は、令和２年４月に消費者庁が策定した「地方消費者行政強化作戦2020」について、主な政策目標の現状を整理した参考資料である。な
お、 「地方消費者行政強化作戦2020」では、政策推進に当たって前提となる体制整備状況等を中心に目標を設定していることから、当該目標の達
成に加えて、各地方公共団体において実効性のある取組が進められることが重要である。 13
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＜政策目標１＞消費生活相談体制の強化

※赤色表示は未達成都道府県

【消費生活センターの設置促進】

１－１ 設置市区町村の都道府県内人口カバー率90％以上

26/47都道府県で達成済み。 14



＜政策目標２＞消費生活相談の質の向上

39/47都道府県で達成済み。 ※赤色表示は未達成都道府県

【消費生活相談員の配置・レベルアップの促進】

２－１ 配置市区町村の都道府県内人口カバー率90％以上
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25/47都道府県で達成済み。

【消費生活相談員の配置・レベルアップの促進】

２－２ 相談員資格保有率75％以上

＜政策目標２＞消費生活相談の質の向上

※赤色表示は未達成都道府県

目標値
75％
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3/47都道府県で達成済み。

【消費生活相談員の配置・レベルアップの促進】

２－３ 相談員の研修参加率100％（各年度）

＜政策目標２＞消費生活相談の質の向上

※赤色表示は未達成都道府県17



20/47都道府県で達成済み。

【消費生活相談員の配置・レベルアップの促進】

２－４ 指定消費生活相談員を配置（全都道府県）

＜政策目標２＞消費生活相談の質の向上

※赤色表示は未配置都道府県

北海道 〇 東京都 滋賀県 香川県
青森県 〇 神奈川県 〇 京都府 〇 愛媛県
岩手県 新潟県 大阪府 〇 高知県
宮城県 〇 富山県 兵庫県 〇 福岡県
秋田県 石川県 〇 奈良県 佐賀県 〇
山形県 〇 福井県 和歌山県 〇 長崎県 〇
福島県 〇 山梨県 〇 鳥取県 熊本県
茨城県 〇 長野県 島根県 〇 大分県
栃木県 岐阜県 〇 岡山県 宮崎県 〇
群馬県 静岡県 広島県 鹿児島県
埼玉県 愛知県 〇 山口県 沖縄県
千葉県 三重県 徳島県 〇

指定消費生活相談員の配置（全都道府県）
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【若年者の消費者教育の推進】

３－１ 消費者教育教材「社会への扉」等を活用した全国での実践的な消費者教育の実施

＜政策目標３＞消費者教育の推進

2/47都道府県で達成済み。

（注１）新型コロナウイルス感染症拡大に伴う臨時休業により、活用を計画していたものの、実施できなかった高等学校等があった。
（注２）全高等学校等での活用実績：86％

消費者教育教材活用校／域内の高等学校等数 都道府県の数

100％ ２

90％以上～100%未満 25

80％以上～90％未満 12

70％以上～80％未満 ６

60％以上～70％未満 ２

50％以上～60％未満 ０

50％未満 ０

合計（注１、２） 47

（※）「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム（2018年２月20日付け若年者への消費者教育の
推進に関する４省庁関係局長連絡会議決定）」に基づき、推進しているもの。なお、2018年度からの３年間を集中
強化期間として取組を実施し、2021年度についても成年年齢引下げの最後の1年に当たることから引き続き実施。

○2020年度実績
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【若年者の消費者教育の推進】

３－２ 若年者の消費者ホットライン１８８の認知度 30％以上（全国）

３－３ 若年者の消費生活センターの認知度 75％以上（全国）

＜政策目標３＞消費者教育の推進

若年者の消費者ホットライン１８８の認知度

15～19歳の「消費者ホットライン１８８」
の認知度は、17.9％

若年者の消費生活センターの認知度

（出典）消費者意識基本調査 令和２年度実施(令和２年11月調査)

15～19歳の「消費生活センター」又は

「消費生活相談窓口」の認知度は、
69.8％

【全員の方にお聞きします。】
問23 あなたは、「消費生活センター」又は「消費生活相談窓口」を知っていますか。

また、知っている場合、その程度としてどれが最も当てはまりますか。
当てはまるものを１つお選びください。

【全員の方にお聞きします。】
問27 あなたは、この「消費者ホットライン」１８８（いやや！）を知っていましたか。

（ア）～（ウ）のそれぞれについて、当てはまるものを１つずつお選びください。

（イ）番号（「１８８」）

（出典）消費者意識基本調査 令和元年度実施(令和元年11月調査)
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【地域における消費者教育推進体制の確保】

３－４ 消費者教育コーディネーターの配置の推進（全都道府県、政令市）

＜政策目標３＞消費者教育の推進

40/47都道府県で達成済み。

16/20政令市で達成済み。

※赤色表示は未配置都道府県

※赤色表示は未配置政令市

※配置の状況は、地方公共団体ごとの取組の状況を把握するための一つの目安であり、配置の有無のみで消費者教育の推進状況
等を評価するものではない。

北海道 〇 東京都 〇 滋賀県 〇 香川県
青森県 〇 神奈川県 〇 京都府 〇 愛媛県 〇
岩手県 〇 新潟県 〇 大阪府 〇 高知県 〇
宮城県 〇 富山県 〇 兵庫県 〇 福岡県
秋田県 石川県 〇 奈良県 〇 佐賀県 〇
山形県 〇 福井県 〇 和歌山県 〇 長崎県 〇
福島県 山梨県 〇 鳥取県 〇 熊本県 〇
茨城県 〇 長野県 〇 島根県 〇 大分県
栃木県 〇 岐阜県 岡山県 〇 宮崎県 〇
群馬県 〇 静岡県 〇 広島県 鹿児島県 〇
埼玉県 〇 愛知県 〇 山口県 〇 沖縄県 〇
千葉県 〇 三重県 〇 徳島県 〇

消費者教育コーディネーターの配置（全都道府県）

札幌市 〇 横浜市 〇 名古屋市 〇 岡山市 〇
仙台市 〇 相模原市 〇 京都市 広島市 〇
さいたま市 〇 新潟市 〇 大阪市 〇 北九州市
千葉市 〇 静岡市 〇 堺市 福岡市 〇
川崎市 〇 浜松市 〇 神戸市 〇 熊本市

消費者教育コーディネーターの配置（政令市）

21



協議会の設置は14/44都道府県、推進計画の策定は16/44都道府県で達成済み。

【地域における消費者教育推進体制の確保】

３－５ 消費者教育推進地域協議会の設置、消費者教育推進計画の策定（都道府県内の

政令市及び中核市の対応済みの割合50％以上）

＜政策目標３＞消費者教育の推進

※赤色表示は未達成都道府県

対応済 対応済割合 対応済 対応済割合 対応済 対応済割合 対応済 対応済割合

札幌市 政令市 〇 〇 滋賀県 滋賀県 大津市 中核市 0% 0%

旭川市 中核市 京都府 京都府 京都市 政令市 〇 100% 〇 100%

函館市 中核市 大阪府 大阪市 政令市 〇

青森市 中核市 大阪府 堺市 政令市 〇 〇

八戸市 中核市 大阪府 高槻市 中核市

岩手県 盛岡市 中核市 0% 0% 大阪府 東大阪市 中核市

宮城県 仙台市 政令市 〇 100% 〇 100% 大阪府 豊中市 中核市 〇

秋田県 秋田市 中核市 0% 0% 大阪府 枚方市 中核市

山形県 山形市 中核市 0% 0% 大阪府 八尾市 中核市

郡山市 中核市 大阪府 寝屋川市 中核市

いわき市 中核市 〇 〇 大阪府 吹田市 中核市

福島市 中核市 〇 兵庫県 神戸市 政令市 〇 〇

茨城県 水戸市 中核市 〇 100% 〇 100% 兵庫県 姫路市 中核市 〇 〇

栃木県 宇都宮市 中核市 0% 0% 兵庫県 西宮市 中核市 〇 〇

前橋市 中核市 兵庫県 尼崎市 中核市

高崎市 中核市 兵庫県 明石市 中核市

さいたま市 政令市 〇 〇 奈良県 奈良県 奈良市 中核市 0% 0%

川越市 中核市 和歌山県 和歌山県 和歌山市 中核市 0% 〇 100%

越谷市 中核市 鳥取県 鳥取県 鳥取市 中核市 〇 100% 〇 100%

川口市 中核市 島根県 島根県 松江市 中核市 〇 100% 〇 100%

千葉市 政令市 〇 〇 岡山県 岡山市 政令市 〇 〇

船橋市 中核市 岡山県 倉敷市 中核市

柏市 中核市 〇 〇 広島県 広島市 政令市 〇 〇

東京都 八王子市 中核市 〇 100% 〇 100% 広島県 福山市 中核市

川崎市 政令市 〇 〇 広島県 呉市 中核市

横浜市 政令市 〇 〇 山口県 山口県 下関市 中核市 0% 0%

相模原市 政令市 〇 〇 香川県 香川県 高松市 中核市 0% 0%

横須賀市 中核市 愛媛県 愛媛県 松山市 中核市 0% 0%

新潟県 新潟市 政令市 〇 100% 〇 100% 高知県 高知県 高知市 中核市 0% 0%

富山県 富山市 中核市 0% 0% 福岡県 北九州市 政令市

石川県 金沢市 中核市 0% 0% 福岡県 福岡市 政令市 〇 〇

福井県 福井市 中核市 0% 0% 福岡県 久留米市 中核市

山梨県 甲府市 中核市 0% 0% 長崎県 長崎市 中核市

長野市 中核市 〇 〇 長崎県 佐世保市 中核市

松本市 中核市 熊本県 熊本県 熊本市 政令市 〇 100% 〇 100%

岐阜県 岐阜市 中核市 〇 100% 〇 100% 大分県 大分県 大分市 中核市 0% 0%

静岡市 政令市 〇 〇 宮崎県 宮崎県 宮崎市 中核市 0% 0%

浜松市 政令市 〇 〇 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島市 中核市 0% 0%

名古屋市 政令市 〇 〇 沖縄県 沖縄県 那覇市 中核市 0% 0%

豊田市 中核市

豊橋市 中核市

岡崎市 中核市
一宮市 中核市

愛知県 20%

50%

20%

50%

22%

推進計画の策定
都道府県 都市名 都市区分

協議会の設置 推進計画の策定
都道府県 都道府県 都市名 都市区分

協議会の設置

大阪府 22%

青森県

福島県 67%

北海道 33% 33%

60%

0% 0%

兵庫県 60%

33% 33%

岡山県 50% 50%

広島県 33% 33%

0% 0%

静岡県 100% 100%

長野県

長崎県

神奈川県 75% 75%

福岡県

埼玉県 25% 25%

千葉県 67% 67%

33%

群馬県

0% 0%
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３/47都道府県で達成済み。

【地域における消費者教育推進体制の確保】

３－６ 講習等（出前講座を含む。）の実施市区町村割合75％以上

＜政策目標３＞消費者教育の推進

※赤色表示は未達成都道府県

目標値
75％
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＜政策目標４＞高齢者等の消費者被害防止のための見守り活動の充実

【消費者安全確保地域協議会の設置】

４－１ 設置市区町村の都道府県内人口カバー率50％以上

16/47府県で達成済み。

目標値
50％

※赤色表示は未達成都道府県

（令和３年12月末現在）
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目標値
50％

【消費者安全確保地域協議会の設置】

４－２ 地域の見守り活動に消費生活協力員・協力団体を活用する市区町村の都道府県

内人口カバー率50％以上

＜政策目標４＞高齢者等の消費者被害防止のための見守り活動の充実

3/47都道府県で達成済み。 ※赤色表示は未達成都道府県25



【地方版消費者基本計画】

７－１ 地方版消費者基本計画の策定（全都道府県、政令市）

＜政策目標７＞地方における消費者政策推進のための体制強化

地方版消費者基本計画の策定

都道府県 33/47都道府県で策定済み。

政令市 14/20政令市で策定済み。
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目標値
80％

全ての都道府県で未達成。

【消費者行政職員】

７－２ 消費者行政職員の研修参加率80％以上

＜政策目標７＞地方における消費者政策推進のための体制強化

※赤色表示は未達成都道府県27




